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私
た
ち
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一
、
自
然
を
愛
し
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和
な
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を
つ
く

り
ま
す
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一
、
生
産
に
励
み
豊
か
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
教
養
を
高
め
、

文
化
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
人
情
と
い
た
わ
り
の
心
を
養
い
、

福
祉
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
明
る
く
健
康
で
、
活
力
あ
る
村

を
つ
く
り
ま
す
。
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平成17年４月１日（２）

３月の定例議会において平成17年度の当初予算が審議され、一般会計予算は、17億2,500万円、

８つの特別会計13億1,649万円、総額30億4,149万円が議決されました。

地方分権、構造改革、市町村合併、小規模自治体は、ますます厳しい現状にきております。

村の自主財源である地方交付税の本格的減少により村では、事務事業の見直しを行い経常経

費の大幅な削減を行うなど積極的に取り組んでいきます。

新年度の予算については、大変厳しい財政状況下ですが、限られた財源のなかにおいて継続

的事業の推進と、住民生活に直結した諸事業については、積極的に進めてまいります。
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1．議　会　費

2．総　務　費

3．民　生　費

4．衛　生　費

6．農林水産業費

7．商　工　費

8．土　木　費

9．消　防　費

10．教　育　費

11．災害復旧費

12．公　債　費

13．諸 支 出 金

14．予　備　費

村税 11.8％ 

使用料等  1.6％ 

財産収入  0.0％ 

寄付金等  6.6％ 

繰越金  2.9％ 

諸収入  1.4％ 

譲与税等 3.3％ 

地方交付税   
　　47.0％ 

自主財源   
　24.3％ 

依存財源   
　75.7％ 

村債 14.8％ 

国県支出金 
　10.6％ 

歳入合計 
1,725,000千円 

議会費  2.7％ 

総務費  19.3％ 

民生費  10.6％ 

衛生費  4.5％ 

農林水産業費  17.1％ 商工費  1.3％ 

土木・災害復旧費 
  　　　11.4％ 

教育費  10.0％ 

公債費　16.4％ 

諸支出金・予備費　0.3％ 

消防費  6.4％ 

目的別歳出 
1,725,000千円 

1．村　　税
2．地方譲与税
3．利子割交付金
4．配当割交付金
5．株式等譲渡所得割交付金
6．地方消費税交付金
7．自動車取得税交付金
8．地方特例交付金
9．地方交付税
10．交通安全対策特別交付金
11．分担金及び負担金
12．使用料及び手数料
13．国庫支出金
14．県支出金
15．財産収入
16．寄 付 金
17．繰 入 金
18．繰 越 金
19．諸 収 入
20．村　　債

45，522

333，054

183，649

78，208

295，422

22，977

197，248

109，963

171，780

13

281，985

179

5，000

1，725，000

項　　　　　目 金　　　額 項　　　　　目 金　　　額

歳　入　合　計 歳　出　合　計

〔歳 入〕 （単位：千円） 〔歳 出〕 （単位：千円）

一般会計予算は17億2，500万円 一般会計対前年度比一般会計対前年度比 
　　1.8％増 〔 〕 

特別会計は13億1，649万円 特別会計対前年度比特別会計対前年度比 
　　2.1％増 〔 〕 

一般会計予算は17億2，500万円 一般会計対前年度比 　　1.8％増 〔 〕 
特別会計は13億1，649万円 特別会計対前年度比 　　2.1％増 〔 〕 
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平成17年度の主な事業内容

平平平平成成成成11117777年年年年度度度度 当当当当初初初初予予予予算算算算概概概概要要要要

教育・文化の振興
豊かな人間形成をつくるため、日常生活に心

のゆとりがもてる教育、文化の推進を図ります。

●教育振興事業

義務教育振興事業 …………………………56,077

教育振興事業（小・中）……………………6,726

学校管理・維持（小・中）…………………37,863

体育振興費……………………………………3,014

社会教育振興事業……………………………1,557

文化財保護事業…………………………………299

福祉と医療
地域住民が明るく健康で生活できるよう福祉

の充実と保健医療の推進を図る。

●福祉関係事業

老人福祉事業 ………………………………33,361

在宅福祉事業…………………………………2,224

身体障害者福祉事業 ………………………30,767

母子・父子福祉事業……………………………157

児童福祉事業等 ……………………………10,364

健康管理事業…………………………………4,865

保育所運営事業 ……………………………39,721

●保健衛生関係事業

予防接種委託事業……………………………2,902

母子衛生保健事業……………………………3,181

老人保健事業 ………………………………10,040

産業の振興
緑豊かな自然環境との調和を図り、産業の活

性化と基盤整備の推進をいたします。

●農林道整備事業

林道整備事業等……………………………132,216

農道整備事業等………………………………2,985

●農林水産業施設整備事業

地籍調査事業 ………………………………15,558

農業振興整備計画管理事業 ……………………95

農業振興事業 ………………………………58,360

体験農園運営事業……………………………4,397

商工・観光事業 ……………………………22,977

生活環境の整備と、ふるさとづくり
地域住民の生活の快適性、利便性の向上安全

確保のためと、ふるさとづくり事業の推進を図

ります。

●村道整備事業

村道開設改良事業 …………………………30,101

道路維持補修事業……………………………4,041

●消防施設整備事業

消防施設整備事業 …………………………11,260

非常備消防費 ………………………………18,035

常備消防費等 ………………………………80,668

●ふるさとづくり事業

結婚、出産祝金・記念樹等…………………3,500

街路灯事業……………………………………1,732

スポーツ少年団等………………………………600

●環境保全事業

村内一斉清掃事業………………………………401

ゴミ収集処理事業 …………………………26,257

ゴミステーション等事業………………………300

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）



平成17年４月１日（４）

国民健康保険事業　234,871千円
歳入 国民健康保険料 ……………86,262

国、県支出金 ………………77,710
療養給付費交付金 …………26,001
共同事業交付金 ………………2,000
他会計繰入金 ………………16,777
その他 ………………………26,121

歳出 保険給付費…………………141,362
老人医療費拠出金 …………43,520
介護納付分 …………………15,004
共同事業拠出金 ………………5,200
保健事業費………………………182
諸支出金等 …………………13,103
総務費管理費 ………………13,499
その他 …………………………3,001

国民健康保険診療所 123,295千円
歳入 診療収入 ……………………95,282

使用料及び手数料………………685

繰入金 ………………………22,267

繰越金 …………………………5,000

諸収入等 …………………………61

歳出 施設管理費 …………………61,734

医業費 ………………………59,928

施設整備費 …………………………3

予備費………………………… 1,500

公債費 ………………………… 130

特別会計　当初予算総額 13億1,649万円（対前年度比2.1％増）
特別会計予算についての主な歳入、歳出の内容について紹介いたします。

特別会計は独立精算で運営を行う事業であるが、観光施設事業等を除く他の会計のほとんどが、一般

会計からの繰入金（総額156,582千円）を受けて運営されています。

道志村では、次の８つの会計があります。

老人医療費事業　265,459千円
歳入 支払基金交付金……………150,043

国、県支出金 ………………95,734

一般会計繰入金 ……………19,678

諸収入 ………………………………4

歳出 医療給付費…………………264,921

総務管理費………………………478

その他 ……………………………60

簡易水道事業　35,665千円
歳入 簡易水道加入負担金……………472

使用料及び手数料 ……………6,410

他会計繰入金 ………………28,582

繰越金等…………………………201

歳出 簡易水道事業費 ……………14,552

公債費　等 …………………21,112

予備費 ………………………………1

観光施設事業　404,469千円
歳入 道志の湯事業収入 …………65,567

水源の森事業収入 …………46,448

道の駅事業収入……………290,711

財産運用収入 …………………1,591

諸収入等…………………………152

歳出 総務管理費 ……………………6,310

道志の湯事業費 ……………66,826

水源の森事業費 ……………46,582

道の駅事業費………………283,746

諸支出金等 …………………………5

予備費 …………………………1,000

介護保険事業　97,296千円
歳入 保険料 ………………………13,701

国庫補助金、負担金 ………25,351

支払基金交付金 ……………28,695

県負担金 ……………………11,208

一般会計繰入金 ……………18,338

その他 ………………………………3

歳出 総務管理費等 …………………6,505

保険給付費 …………………89,345

財政安定化基金拠出金…………392

その他 …………………………1,054

介護保険サービス事業　28,570千円
歳入 介護サービス事業収入 ……13,447

諸収入 …………………………1,002

一般会計繰入金 ……………14,121

歳出 施設管理費 …………………28,270

予備費……………………………300

合併処理浄化槽事業　126,873千円
歳入 加入負担金 ……………………6,742

使用料 …………………………4,329

他会計繰入金 ………………47,738

国庫支出金 …………………23,063

起債（下水道債）……………43,900

その他 …………………………1,001

繰越金……………………………100

歳出 施設整備費…………………125,067

公債費 …………………………1,806

１ 2

3

4

5

6

7

8

（単位：千円）

※この事業には、横浜市から応分の助成金があります。
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１　住民投票資格者名簿の登録者 ……………………………………… 1、734人

（投票当日の投票資格者数……………………………………………… 1、713人）

２　名簿登録者数に対する確定投票率 ………………………………… 83・22％

（投票当日の投票資格者に対する確定投票率………………………… 84・24％）

３　投票の内訳
・投票総数 ……………………………………………………………… 1、443票

・有効投票 ……………………………………………………………… 1、399票

・無効投票 …………………………………………………………………… 44票

４　投票の結果
・反対する ………………………………………………………………… 672票

・賛成する ………………………………………………………………… 727票

５　条例第16条に規定する名簿登録者数の半数の数 ………………… 867票

住住住住民民民民投投投投票票票票のののの投投投投票票票票結結結結果果果果ににににつつつついいいいてててて

※前月の広報どうしにおいて「都留市と道志村の合併に関する意思を問う住民投票」の結果に

ついて未報告であったのでここに掲載しました。深くおわび申し上げます。

春の連休時における交通安全運動

４月28日 (木) から５月８日 (日) にかけてゴールデンウィーク期間中、「春の連休時における

交通安全運動」を実施します。連休時には、多数の行楽客の往来が見込まれ、観光地周辺道路や

幹線道路などの混雑が予想されます。このため交通事故の多発が懸念されます。交通ルールを守

り、安全運転を心掛けてください。

県内では、昨年１年間に自動車乗車中の交通事故死者は31人で、そのうち少なくとも８人は、

シートベルトをしていれば助かったと思われます。

◇シートベルト着用時の救命率はおよそ60％ (H16は57.1％）

運転の距離にかかわらず、車に乗るときは必ずシートベルトをしましょう。

◇幼児が交通事故に合うのは、車に同乗中が７割以上

交通事故で子どもが犠牲にならないように、体型にあったチャイルドシートを正しく使いま

しょう。

◇運転中の携帯電話は禁止・・・危険「追突・出会い頭事故の原因」

車を運転するときには、携帯電話はドライブモードにしましょう。

また、携帯電話を使うときは、安全な場所に停車してから使いましょう。



平成17年４月１日（６）

3/30
研修のため休診

6
研修のため休診

13
研修のため休診

20
研修のため休診

27
研修のため休診

4

新年度の始まりです。今年度もよろしくお願いいたします。
今回は最近注目の話題につきいろいろ書きたいと思います。

診 療 所 だ よ り

3/27 3/28 3/29
午前：胃カメラ

3/31 1 2
午前中のみ診察

3 5
午前：胃カメラ

7 8 9
午前中のみ診察

10 11 12
午後：道中検診

14

17 19
休診

21
休診

22
午後：会議

2524 26
午前：胃カメラ

28
午後：幼児検診

29
みどりの日

30
午前中のみ診察

４月の予定

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

月初めには保険証の提出をお願いします。

18

15 16
午前中のみ診察

23
午前中のみ診察　

●2月6日頃から当院でも約1ヶ月半に渡りインフルエンザが大流行しました。やはりインフルエンザ予防接種してい

ない人が多くかかっていました。残念ながら予防接種した人もかかる人がいましたが、いずれも軽症にすむ傾向があ

りました。予防接種は平成14年には約300人、平成15年は約450人に行うことができましたが平成16年は623人に

接種できました。

今年度も10月の中旬からインフルエンザ予防接種を行いたいと思いますのでぜひ多くの方に接種していただきた

いと思います。特に高齢者や集団生活をしている人もそうですが、受験生などインフルエンザにかかると困るような

人は強くおすすめします。

●3月10日頃からマスコミの報道通り村内でも花粉症の方が多く受診するようになりました。去年の花粉飛散量が少な

かった分、今年は非常に多く飛散している模様で症状もひどい人が多いです。外出する時のマスクや眼鏡の着用、花

粉のつきにくい服（ツルツルした素材）の着用や帰宅時家に花粉を持ち込まないように玄関先で上着をはたく等の対

策をとって下さい。

当院には内服薬のほか、点眼薬、点鼻薬等も多数そろえておりますので症状がまだ続く人はぜひ受診してみて下さい。

また花粉の飛散前から内服開始した人の方が、症状が軽くす

んでいる人が多いので来年の春は早めの内服開始をおすすめし

ます。

●4月1日から当院のホームページを開設しました。道志村ホー

ムページや都留医師会のホームページにリンクしてあります

のでそちらからぜひ見に来てみて下さい。今までの診療所だ

よりのバックナンバーや予定表等を掲載してあります。掲示

板等、村民との交流の場も考えております。来月には詳しい

URLや内容をお伝えしたいと思います。

●都留警察署、警察署長から感謝状をいただきました。待ち合

い室に掲示してあります。大変光栄なことと喜んでおります。

●雪もなくなり土、日には交通量も多くなってきております。

くれぐれも交通事故には注意するようにしてください。

●これからも村民に愛され気軽に立ち寄れる診療所を目指して

がんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

平成１7年度 納期月のお知らせ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

27
（水）

27
（金）

27
（月）

27
（水）

29
（月）

27
（火）

27
（木）

28
（月）

27
（火）

27
（金）

27
（月）

27
（月）

月号区分

村税・国保・水道

集金日（山梨県民信用組合）…下記日程により自治会長宅に伺います…

月　別区　分

４期

４期

１期

６期

６期

村
　
　
税

固 定 資 産 税

村 県 民 税

軽 自 動 車 税

国民健康保険料

水 道 料
合併浄化槽使用料

４月

①　

①

５月

①

①

６月

①

７月

②

②

②

８月

②

９月

③

③

１０月

③

１１月

④

④

１２月

③

１月

④

⑤

⑤

２月

④

３月

⑥

⑥


